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 水害発生時の対応について 

  

 秋冷の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃より本校教育活動に温かい御理解・御支援を賜り感謝申し上げます。 

 さて、近ごろ台風や急激な雷雨等の被害を受け、各地域で水害発生時の対策見直しなどが実施

され、防災意識の重要性が再認識されているところです。 

三郷市では中川・江戸川の河川増水を含めた水害に関して、警戒レベル１から５の５段階に分

けて、災害対策を行っております。特に、警戒レベル３以上になった場合は、浸水等の想定地域

に応じて市内小・中学校が指定避難所として開設される場合があり、三郷市メール配信サービス

等によりレベルごとに避難指示が出されます。 

つきましては、市内小・中学校が「指定避難所」として開設される場合の児童生徒の登下校、

保護者への引き渡し等については、以下のように対応させていただきます。御理解・御協力をお

願いいたします。 

 

 

＜中学校の場合＞ 

〇安全確認の後、下校とします。部活動等は中止となります。 

〇なお、下校に不安がある場合は、事前にご家庭で十分話し合ってください。保護者への引き

渡しを望む場合は、１０月１５日までに学校へ連絡をお願いします。保護者（または、代理

の方）が引き取りに来るまで、学校に生徒を待機させます。 

 

 

 

○指定避難所開設中は、臨時休校となります。なお、中学校が指定避難所になる場合、同地区

内の小学校も休校になります。休校になる場合は学校から連絡をします。 

〇児童クラブも休室となります。 

〇部活動等、学校での活動は中止です。 

安全第一です。御家庭でも十分に話し合っておいてください。御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 

【問い合わせ先】 
 

                         北中学校  教頭 菅野 恒典 
                         電話  ９５２－５２８１ 

警戒レベル３以上（避難判断水位）に達し、 

本校が指定避難所として開設した場合の対応について 

指定避難所開設中の対応について 

 


